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施設等機関の長

各 幕 僚 長
殿

情 報 本 部 長

技術研究本部長

大臣官房長

事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令に基づき選考採用する場合

の防衛大臣が指定する機関及び別に定める官職等について（通知）

標記について、下記のとおり定められたので通知する。

記

１ 事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令（平成２４年防衛省訓令第５号。

以下「訓令」という。）第４２条に規定する防衛大臣が指定する機関

(1) 指定する機関

次項の官職が置かれている機関とする。

(2) 選考委員会

次項に定める官職への選考採用を行う場合には、第５項に掲げる能力実証の

ほか、その官職の職務遂行能力の有無を的確に判定し得る複数の者によって構

成される選考委員会の審査を経て行うものとする。

なお、研究職俸給表の官職を占める者を選考する選考委員会の委員には、大

臣官房長の指名する者１名を含むものとする。

２ 訓令第４３条に規定する防衛大臣が別に定める官職

(1) 標準的な官職を定める省令(平成２６年防衛省令第９号)(以下 「省令」とい

う。）本則の表第１の項第３欄第６号及び第７号に規定する職制上の段階に属



する官職であって、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」 (平成

３０年１０月２３日 公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決

定。)３ (１) エ に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律( 昭和３５年

法律第１２３号) (以下 ｢促進法｣ という。)第２条第１号に規定する障害者を

対象とした選考により補充した者のサポートをする支援者を選考により補充し

ようとする官職とする。

(2) 省令本則の表第１の項第３欄各号(第１０５号を除く。)に規定する職制上の

段階及び同欄第１０５号の防衛大臣が定める職制上の段階のうち、標準的な官

職が係長である職制上の段階に属する官職であって、促進法第２条第１号に規

定する障害者を対象とした選考により補充しようとする官職とする。

(3) 省令本則の表第２の項第３欄各号に規定する職制上の段階のうち、標準的な

官職が研究員である職制上の段階に属さない官職とする。

(4) 省令本則の表第３の項第３欄第１号から第６号までに規定する職制上の段階

に属する官職とする。

(5) 省令本則の表第４の項第３欄各号に規定する職制上の段階に属する官職とす

る。

３ 大臣官房長への協議

当該官職へ選考による採用を行う場合は、別紙様式第１により選考採用計画を

策定し、原則として選考手続きを開始する１ヶ月前までに大臣官房長に協議する

ものとする。

４ 選考対象者の募集

選考対象者の募集にあたっては、次の各号に掲げる内容について、インターネ

ットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り

広く募集を行うものとする。ただし、官職に必要とされる知識、経験等の性質が

特殊である等の事情から公募により難い場合は、これに準じた方法により募集す

るものとする。

(1) 選考に係る官職についての職責の概要

(2) 採用された場合の初任給その他の給与

(3) 応募資格

(4) 選考の実施時期及び場所

(5) 応募の受付期間及び方法その他必要な手続

(6) 選考の方法の概要

(7) その他必要と認める事項

５ 選考の方法

選考の方法は、次の(1)から(3)に掲げる能力実証方法の中から三以上（(1) に

掲げる方法及び(2) に掲げる方法の中からそれぞれ少なくとも一以上）選択する



ものとする。

(1) 一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若

しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等についての論文試験若

しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法

(2) 人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過

去の経歴の有効性についての経歴評定

(3) 身体検査又はこれに代わる適当な方法

６ 選考採用者決定通知

選考採用者が決定した後、速やかに別紙様式第２のとおり通知するものとする。

写送付先：装備施設本部長

防衛監察監

各地方防衛局長

添付書類：別紙様式第１・別紙様式第２



別紙様式第１

発 簡 番 号

年 月 日

大臣官房長 殿

各機関の長

平成○○年度選考採用計画について（協議）

標記について、下記のとおり協議する。

記

１ 採用予定機関

２ 採用予定官職（俸給表、職務の級、官職、職務内容）

３ 採用予定者数及び採用予定年月日

４ 必要な理由

５ 選考採用実施要領（日程を含む。）

(1) 募集の時期

(2) 募集の方法及び範囲等

(3) 能力実証方法等（判定基準を含む。）

(4) 選考委員会の構成員

６ その他参考となる事項



別紙様式第２

発 簡 番 号

年 月 日

大臣官房長 殿

各機関の長

平成○○年度選考採用計画に基づく選考の結果について（通知）

標記について、下記のとおり通知する。

記

１ 採用機関（部課室名及び職名）

２ 採用者数及び採用年月日

３ 官職、職務の級、氏名及び生年月日

４ 学歴免許資格等（取得年月日）


